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▶ 重点目標＜つたえる ＞ 

外国人市民が必要な情報を 得ら れるまち づく り  

１  わかり やすい情報伝達と コ ミ ュ ニケーショ ン 支援の充実      

 

１ －１  多言語化の推進 

日本語能力が十分と はいえない外国人市民、イ ン バウン ド 等で岐阜市へ観光に訪れ

る 外国人に対し て必要な情報を 届けるためには、行政や生活に関わる様々な情報の多

言語化が有効です。 本市では、 岐阜市多言語案内表示ガイ ド ラ イ ンを 策定し 、 多言語

化を 推進し てき まし たが、その取組みを 継続すると と も に、「 やさ し い日本語」 の活用

に努めます。  

＜主な取組＞ 

① 行政情報の多言語化 
推進区分 継続 

所管部署 関係各課 

現     状 本市では、「 広報ぎふ」 を はじ め市が発信する 情報や申請のための書類

など の多言語化は徐々に進んで き ていま すが、十分である と は言い難く 、

ま た、 対応する 言語が限ら れている な ど 、 さ ら な る 充実が求めら れて い

ます。  

こ れま での取組 ○通知文書・ 申請書等の多言語化の推進（ 関係各課）  

○コ ミ ュ ニテ ィ バス情報の多言語化（ 交通総合政策課）  

○分かり やすい文書の書き 方に関する 職員向け研修の実施（ 行政課）  

○「 やさ し い日本語」 の職員向け研修等（ 職員育成課、 国際課）  

○外国人生活ガイ ド ブ ッ ク の内容の更新及び配布（ 国際課( 委託) ）  

○重要文化的景観構成要素の多言語パン フ レ ッ ト の作成（ 社会教育課）  

こ れから の展開 市が発信する 情報のさ ら なる 多言語化を 推進し ま す。  

 
 
 

  

 

 第４章 施策の展開 
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② 案内看板の多言語化 
推進区分 継続 

所管部署 関係各課 

現     状 増加する 外国人市民や外国人旅行者に対応する よ う 、 公共施設・ 交通

機関、 まち なかの案内表示など のさ ら なる 充実が求めら れて いま す。  

こ れま での取組 ○バスロ ケーショ ン システムの多言語化（ 交通総合政策課）  

○ま ち なかト イ レ サイ ン 事業（ まち づく り 推進政策課）  

○岐阜公園案内標識多言語化等事業、 ウォ ーキン グコ ース 整備（ 路面表

示多言語）（ 歴史まち づく り 課）  

○岐阜城跡整備事業（ 社会教育課）  

こ れから の展開 岐阜市多言語案内表示ガイ ド ラ イ ン に基づき 、 ま ち なかの案内表示・

看板など のさ ら なる 多言語化を 推進し ま す。  
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１ －２  多様なツ ールによ る情報提供 

日本語能力が十分と はいえない外国人市民、日本語能力はあるが生活支援に関する

日本の制度等に通じ ていない外国人市民に対し て必要な情報を 届ける ため、情報を 集

約し たサイ ト を 構築する と と も に、即効性や拡散力に優れたＳ Ｎ Ｓ を 積極的に活用し

ていき ます。 また、 翻訳アプリ 等を 活用し 、 窓口における 多言語対応の充実を 図り ま

す。  

＜主な取組＞ 

① 外国人市民が必要と する情報を 集約し たサイ ト の構築 
推進区分 新規 

所管部署 国際課 

現     状 本市では、多く の利用者が容易に市のホームページを 利用でき る よ う 、

ウェ ブ コ ン テ ン ツ のアク セシビ リ テ ィ に配慮し て 情報発信を 行っ ていま

す。  

こ れま での取組 ○ネッ ト 動画配信事業（ 広報広聴課）  

○市ホームページの自動翻訳サービ ス（ 情報政策課）  

こ れから の展開 本市の公式ホームページ 上に外国人市民が生活する 上で 必要と する 情

報を 集約し たサイ ト を 構築し ま す。  

 

② Ｑ Ｒ コ ード 等の活用 
推進区分 新規 

所管部署 関係各課 

現     状 QRコ ード が普及し ており 、 まち なかやメ ディ ア など で様々な活用がさ

れて いま す。 外国人市民や外国人旅行者に、 多言語化さ れた情報を 的確

に提供する ために、 その利用価値がさ ら に高まり つつあり ま す。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 外国人市民が必要と する 情報を 集約し たサイ ト の情報を 簡易に収集で

き る よ う 、 Ｑ Ｒ コ ード 等を 活用し ま す。  

 

③ Ｓ Ｎ Ｓ によ る 多言語での情報発信 
推進区分 継続 

所管部署 関係各課 

現     状 現在、 外国人市民が必要と する 情報が迅速かつ的確に広ま る よ う ツ イ

ッ タ ー、 フ ェ イ スブ ッ ク 等を 活用し た情報発信を 行っ ていま す。  

こ れま での取組 ○ツ イ ッ タ ー、 フ ェ イ スブ ッ ク によ る 情報発信（ 岐阜市国際交流協会）  

こ れから の展開 災害情報の発信、 イ ベン ト や新たな在留制度の告知等、 特に迅速かつ

的確に届けたい情報の発信には、 Ｓ Ｎ Ｓ を 活用し ま す。 即効性や拡散力

に優れたＳ Ｎ Ｓ を 情報発信に用いる こ と で、 外国人コ ミ ュ ニテ ィ 内に広

く 情報が行き わたる こ と が期待さ れます。  

 
 

★重点事業 
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④ 翻訳ア プ リ の活用 
推進区分 継続 

所管部署 関係各課 

現     状 翻訳アプ リ の精度が高く なっ ており 、 自治体の用語に対応し た物の開

発も 進んでいま す。 こ う し た背景のも と 、 増加する 外国人市民に対応す

る よ う 、 市役所の窓口に翻訳アプ リ を 活用し 、 多言語対応を 図っ て いま

す。  

こ れま での取組 ○転入手続や加入手続き に訪れた外国人市民への窓口における 活用（ 市

民課、 国保年金課）  

こ れから の展開 翻訳アプ リ を はじ め効果的なＩ Ｃ Ｔ の活用によ り 、 窓口における 多言

語対応の充実を 図り ま す。  
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１ －３  外国人市民に対する効果的な情報伝達方法の確保 

行政や企業が発信する情報に比べ、地域コ ミ ュ ニティ 主催の行事やイ ベン ト の情報

は、 外国人市民に届き にく いと 考えら れます。 まち づく り 協議会等の地域コ ミ ュ ニテ

ィ 、 学校、 企業等を 通じ て、 地域に密着し た情報を 、 よ り 多く の外国人市民に届ける

体制の構築に努めます。  

＜主な取組＞ 

① 地域コ ミ ュ ニテ ィ や学校、 企業等と の連携 
推進区分 拡充 

所管部署 国際課、 関係各課 

現     状 地域コ ミ ュ ニテ ィ は、 情報発信においてイ ン タ ーネッ ト など を 活用す

る こ と が少ないため、 主催する 行事な ど の情報が外国人市民に届き にく

い現状があり ま す。  

こ れま での取組 ○情報伝達ルート の開拓（ 国際課）  

こ れから の展開 外国人市民が、 よ り 生活に密着し た地域の情報を 入手する こ と がで き

る と と も に、 地域活性化の担い手と し て、 様々な地域活動へ参画でき る

よ う 、 ま ち づく り 協議会等の地域コ ミ ュ ニテ ィ や学校、 企業等の連携の

も と 、 人を 介し た情報伝達の仕組みづく り を 、 外国人が集住する 地域を

中心に配置する 地域多文化共生推進員と と も に進めます。  

■子ど も を 介し た伝達（ 学校へ多言語チラ シを 配布）  

■地域を 介し た伝達（ 地域の店に多言語チラ シを 設置）  

■企業を 介し た伝達（ 雇用主に多言語チラ シを 配布）  

 

② 「 やさ し い日本語」 の普及 
推進区分 継続 

所管部署 国際課 

現     状 市が発信する 情報等の多言語化を 進めていま すが、 すべての外国語に

対応する のは困難です。 そのため情報提供や窓口対応において多言語化

と 並行し て「 やさ し い日本語」 の活用を 推進し ています。  

こ れま での取組 ○「 やさ し い日本語」 講座（ 国際課（ 委託））  

○「 やさ し い日本語」 出前講座、「 やさ し い日本語」 ワーク ブ ッ ク の活用

（ 国際課）  

こ れから の展開 「 やさ し い日本語ワーク ブ ッ ク 」 の内容更新等によ り 、 日本語能力が十

分で ない外国人市民にも 理解し やすいと さ れる 「 やさ し い日本語」 の普

及を さ ら に推進し ま す。  
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１ －４  日本語学習環境の充実 

外国人市民に正確に情報を 伝える 上で、 また、 日本人市民と 外国人市民がコ ミ ュ ニ

ケーショ ン を 図る 上で、 外国人市民の日本語能力は非常に重要です。 一方で、 岐阜市

には、 日本語能力が十分でない外国人市民も 多く 暮ら し ています。 こ う し た現状や、

入管法の改正によ り 、 今後、 外国人労働者の増加が予測さ れるこ と を 踏まえ、 既に外

国人市民を 対象と し て実施し ている 日本語講座を 拡充する と と も に、様々な理由から

本国で義務教育を 修了せずに日本で生活を 始めるこ と になっ た外国籍の人などが、日

本語会話や読み書き を 習得する 場と も なっ ている夜間中学について、県内の関係機関

と 協議を 行います。  

また、「 日本語の教え方講座」 を 通じ て、外国人市民に日本語を 教えるボラ ン ティ ア

等の育成を 図り 、 地域や企業における日本語学習環境の充実を 支援し ます。  

＜主な取組＞ 

① 日本語を 学ぶ多様な機会の創出 
推進区分 拡充 

所管部署 国際課 

現     状 多文化共生社会実現のためには、 日本人市民と 外国人市民の日常的な

コ ミ ュ ニケーシ ョ ン が必須です。 し かし 、 日本語能力が十分でない外国

人市民は少なく なく 、 それぞれが必要と する 日本語の学習レ ベルも 様々

です。   

ま た、 日本語の教え方講座を 実施し 、 外国人に日本語を 教える 人材を

育成し ていま す。  

こ れま での取組 ○外国人のための日本語講座（ 岐阜市国際交流協会）  

○日本語の教え方講座（ 国際課（ 委託））  

こ れから の展開 （ 公財） 岐阜市国際交流協会と の連携のも と 、 外国人のための日本語

講座の充実に努める と と も に、 その周知を 図り ま す。  

併せて、 日本語の教え方講座等を 通じ て人材を 育成する と と も に、 日

本語ボラ ン テ ィ ア教室と の連携等によ り 、 地域や企業における 日本語学

習環境を 整えま す。  
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１ －５  日本社会に関する学習支援 

来日し て間も ない外国人市民は、交通法規や生活上のマナーなど母国と 異なる 日本

のルールを 知ら ないため、 近隣の日本人市民と ト ラ ブルになるこ と があり ます。 こ う

し た外国人市民が日本社会のルールを 学べる機会を 、 企業・ 警察等の関係機関と 連携

し て設けます。  

＜主な取組＞ 

① 生活に関する 情報の総合的な学習機会の創出 
推進区分 拡充 

所管部署 国際課、 関係各課 

現     状 外国人市民の中には、 母国と 日本の文化や慣習等の違いに戸惑いなが

ら 生活し ている 人も いま す。 日常的な 生活のマ ナーやルールを 習得する

場が求めら れていま す。  

こ れま での取組 ○交通ルールの説明（ 防犯・ 交通安全課）  

○外国人のための安全・ 安心講座（ 消防総務課、 男女共生・ 生き がい推進

課）  

○生活ルール等の学習機会創出（ 国際課( 委託) ）  

こ れから の展開 外国人市民が安心し て 暮ら すこ と ができ 、 地域に溶け込むこ と がで き

る よ う 、 企業や警察など 関係機関と の連携のも と 、 交通法規など 法的な

規則も 含め日本社会のルールを 学べる 機会を 拡充し ます。  

ま た、その後の生活に必要と なる 外国人市民が必要と する情報を 集約し

たサイ ト や、 外国人市民向け相談窓口についての情報提供を 行います。  
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▶ 重点目標＜つなげる ＞ 

外国人市民の生活を 支える安全・ 安心のネッ ト ワーク があるまちづく り  

２  安心し て暮ら すこ と ができ る生活支援の充実           

 

２ －１  生活相談窓口の充実 

外国人市民が抱える 子ども の教育、 医療・ 保健・ 福祉、 就労等、 生活に関わる 様々

な問題に対する相談に応じ る 生活相談窓口について、でき る だけ外国人市民の母語で

相談が行える 体制を 整えると と も に、 関係機関と の連携や相談内容の分析・ 情報共有

等により 生活相談窓口の充実を 図り ます。  

＜主な取組＞ 

① 相談員のスキルアッ プ 等によ る 生活相談窓口の充実 
推進区分 拡充 

所管部署 国際課 

現     状 様々な支援は、 ま ず相談から はじ ま り ま す。 困り ご と 等を 抱えた外国

人が気軽に利用でき る 相談窓口が必要と さ れます。こ う し た背景のも と 、

多文化共生プ ラ ザに外国人市民向け相談窓口が設置さ れています。  

一方で、 外国人市民から の緊急を 要する 相談や、 相談窓口ま で来る こ

と が困難な人への対応が求めら れていま す。  

こ れま での取組 ○外国人市民向け相談窓口( 英語、 中国語、 タ ガロ グ語、 ポルト ガル語、

ベト ナム語) の開設（ 国際課( 委託) ）  

○通訳担当職員の派遣（ 国際課）  

こ れから の展開 外国人市民から の相談内容に応じ 、 的確な関係機関と の連携を 図り 、

抱え ている 困り ご と 等を 迅速に解決でき る よ う 、 相談員のスキルアッ プ

を 図り ます。  

ま た、 様々な 行政窓口において、 外国人市民等がスムーズに手続き が

でき 、 問題解決が図れる よ う 、 通訳担当職員の資質向上を 図る と と も に、

スカ イ プ やト リ オフ ォ ン （ 相談者と 通訳相談員と 行政相談員の三者が同

時に通話でき る 電話） を 活用し た相談事業の実施についても 検討し ま す。 
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２ －２  子ども の教育の充実 

外国人児童生徒等が将来において生活の基盤を 築いていく ために、教育は非常に重

要です。 本市では、 そう し た児童生徒等に対し 母語でのケアを 行う と と も に、 教育内

容の理解や今後の日本での生活を 見据えた日本語教育の充実を 図り ます。 また、 就学

前の外国人児童生徒等を 対象と し たプレ スク ールの機能充実・ 利用促進に努めます。 

＜主な取組＞ 

① 教育環境の充実に関する 取組 
推進区分 拡充 

所管部署 学校指導課等 

現     状 日本語指導を 必要と する 外国人児童生徒等への対応と し て、 母語を 使

用する こ と ので き る 対応指導員を 巡回派遣する な ど 学校生活への適応指

導と 日本語についての支援を 行っ ていま す。 ま た、 必要書類等の多言語

化など も 行い、 外国人児童生徒等の教育を 受ける 環境を 整え ています。  

こ れま での取組 ○対象年齢の子を 持つ外国人市民への「 幼児教育・ 保育の無償化」 制度

の周知（ 子ど も 政策課）  

○幼児支援教室の多言語案内の活用（ 子ど も ・ 若者総合支援ｾﾝﾀ ）ー  

○発達障がいに関する 多言語チラ シの活用（ 子ど も ・ 若者総合支援ｾﾝﾀ 、ー

子ど も 保育課）  

○外国籍児童生徒等対応指導員( 中国語、 タ ガロ グ語、 ポルト ガル語、 ス

ペイ ン 語) によ る 学習補助、 日本語初期指導教室（ 学校指導課）  

○就学案内の多言語化、 就学援助の申請に関する 多言語資料の活用（ 学

校指導課）  

○保健書類の多言語化、 健康診断に関する 多言語資料の活用、 災害共済

給付制度に関する 資料の多言語化（ 学校保健課）  

○放課後児童ク ラ ブ についての案内の多言語化（ 青少年教育課）  

こ れから の展開 今後も 外国人児童生徒等が、 学校生活に適応でき る よ う に、 適応指導

員の拡充によ る 学習支援の充実を 図る ほか、 多言語によ る 情報提供を す

すめま す。  

また、 令和元（ 2019） 年6月に成立し た、「 日本語教育の推進に関する

法律」 に盛り 込ま れた施策に関する 国の方針に注視し ながら 、 外国人児

童生徒等に対する 日本語指導や教科指導を 専門に担う 教員や支援員の設

置に努めま す。  

 

② 日本語を 学ぶ多様な機会の創出（ ボラ ン テ ィ アと 連

携し た学習支援）  

推進区分 継続 

所管部署 国際課 

現     状 現在、 シニア 人材を 活用し た外国人児童生徒等の就学支援を 行っ て い

ま すが、 入管法の改正によ る 外国人労働者の受け入れ拡大によ り 、 今後

さ ら に、 日本語教育が必要な子ど も が増える 可能性があり ま す。  

こ れま での取組 ○多世代“学び”交流事業（ 国際課( 委託)）  

こ れから の展開 日本語の教え 方講座等の受講者など 多様な人材を 活用し 、 交流を 通じ

た外国人児童生徒等の学習支援を 行いま す。  
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２ －３  医療・ 保健・ 福祉等に対する支援 

一部の在留資格の人を 除き 、日本に住む人が国籍に関係なく 加入でき る 公的医療保

険や出産・ 子育てに関する こ と 、 20歳から 60歳の全ての人が加入する 公的年金、 40

歳以上が被保険者と なる 介護保険等、 医療・ 保健・ 福祉等に関する各種制度の啓発に

努める と と も に、 申請用紙の多言語化や窓口への翻訳端末の導入等によ り 、 外国人市

民が日本人市民と 同様のサービスが受けら れる よ う 努めます。  

＜主な取組＞ 

① 外国人市民への制度周知 
推進区分 拡充 

所管部署 関係各課 

現     状 外国人市民にと っ ても 、 健康や医療・ 介護の問題は大き な不安要素で

す。 本市では、 各種社会保障制度の情報の多言語化を 進める など 、 外国

人市民が医療・ 保健・ 介護のサービ ス を 受給し やすい環境を 整えていま

す。  

こ れま での取組 ○多言語によ る 国民年金、 国民健康保険制度の周知（ 国保・ 年金課）  

○福祉医療費助成制度に関する 翻訳資料の活用（ 福祉医療課）  

○生活保護に関する 多言語資料の活用（ 生活福祉一課・ 二課）  

○児童手当・ 児童扶養手当に関する 多言語案内資料の活用（ 子ど も 支援

課）  

○乳幼児にかかる 相談・ 健康診査の帳票等の多言語対応、 母子保健指導

に関する 多言語情報の提供、 乳幼児健康診査の案内（ 多言語） の活用

（ 健康増進課）  

○予防接種予診票（ 多言語） の活用（ 地域保健課）  

○多言語医療問診票の利用、 院内で使用する 様式の多言語化等（ 医事課） 

○感染症予防対策・ 結核関連事務、 外国人結核健診の実施（ 地域保健課） 

こ れから の展開 行政サービ ス の多く は申請し なければ利用で き ま せん。 外国人市民が

制度の内容を 理解し 、 必要な医療・ 保健・ 介護のサービ ス を 日本人市民

と 同様に受給で き る よ う 、 多言語によ る 情報提供のさ ら な る 充実を 図り

ます。  

 

② 多言語対応が可能な医療機関の情報提供 
推進区分 新規 

所管部署 国際課、 保健医療課 

現     状 外国人市民の意識調査結果によ る と 、 悩みや不安で最も 多いのは「 自

分ま たは家族の病気」 です。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 岐阜県が配信する 多言語対応可能な医療機関のリ スト を 紹介し 、 外国

人市民が自ら 適切な医療機関を 選択で き る よ う 支援し ま す。 ま た、 市内

の医療機関に対し て多言語対応の促進を 図っ ていき ます。  
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２ －４  日常生活に対する 支援 

本市で生活する 、 生活を 考える 外国人市民に対し て、 住居や水道等のイ ン フ ラ に関

わる 情報や税金の案内、 公共施設の利用等、 日常生活を 送る う えで必要と なる 様々な

支援を 行います。  

＜主な取組＞ 

① 住宅等日常生活に必要な機能の確保 
推進区分 拡充 

所管部署 住宅課 

現     状 生活を 始める 上で最初に必要と な る 住居について 、 外国人と いう 理由

で借り る こ と ができ ない物件がまだまだ多く あり ま す。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 新たな住宅セーフ テ ィ ネッ ト 制度を 活用し 、 住宅確保要配慮者である

外国人市民が住居を 確保し やすい環境づく り に努めます。  

 

② 日常生活に必要な情報の提供 
推進区分 拡充 

所管部署 関係各課 

現     状 日常生活に必要と なる 様々な行政情報が外国人市民に確実に届けら れ

ている と は言い切れない状況で す。  

こ れま での取組 ○「 市営住宅の案内」 リ ーフ レ ッ ト （ 多言語） の活用（ 住宅課）  

○「 所得税・ 住民税・ 軽自動車税」 案内（ 多言語） の活用（ 税制課）  

○非居住者である 親族の扶養控除等適用に関する 案内（ 多言語） の活用、

「 市・ 県民税」 多言語パン フ レ ッ ト の活用（ 市民税課）  

○住民異動届（ 多言語） の活用、 転出証明書の交付請求書（ 多言語） の活

用（ 市民課）  

○「 ご みの出し 方」 リ ーフ レ ッ ト 等（ 多言語） の配布（ 環境事業課、 低炭

素・ 資源循環課）  

○「 ご み出し のルール」 多言語対応アプ リ の導入（ 環境事業課）  

○上下水道休止票の英語併記（ 営業課）  

こ れから の展開 ご み出し など の生活上のルールを はじ めと する 様々な日常生活に関す

る 情報について 、 関係機関等と 連携し て外国人市民への効率的な周知を

図り ま す。  

 

③ 消費者ト ラ ブ ルに対する 支援 
推進区分 新規 

所管部署 消費生活課 

現     状 外国人市民の増加や定住化が進む中、 消費生活上のト ラ ブ ルに巻き 込

まれる ケースも 出てき ています。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 外国人が陥り やすい消費者ト ラ ブ ル防止のための啓発用パン フ レ ッ ト

を 作成・ 配布する など 外国人市民や外国人旅行者が消費者ト ラ ブ ルに巻

き 込ま れないよ う 情報提供を 行う と と も に、 外国人コ ミ ュ ニテ ィ や自治

会等と 連携し て周知・ 啓発を 図り ま す。  
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④ 公共施設の利用促進 
推進区分 拡充 

所管部署 関係各課 

現     状 増加する 外国人市民や外国人旅行者に対応する よ う 、 本市では公共施

設の案内表示や資料など の多言語化を 進める な ど 環境整備に取り 組んで

いま す。  

こ れま での取組 ○図書館資料（ 多言語） の充実（ 図書館）  

こ れから の展開 公共施設において、 案内表示の多言語化や使用申込時の多言語対応を

推進し 、 外国人市民の利用を 促進し ます。  
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２ －５  就労に対する支援 

外国人市民が日本人市民と 同様の労働環境を 得ら れる よ う 、 地元企業等に、 その環

境改善を 働き 掛ける と と も に、 ハロ ーワーク 等関係機関と 連携し 、 就職を 希望する 外

国人市民に情報を 伝えら れるよ う 取り 組みます。  

また、 労働環境に関する 様々な相談に応じ 、 就労後の定着を 支援し ます。  

＜主な取組＞ 

① ハロ ーワーク 等と 連携し た就労支援 
推進区分 拡充 

所管部署 産業雇用課 

現     状 外国人市民の増加や定住化が進む中、 日本において就職を 希望する 外

国人市民が増え ていま す。 ま た、 深刻な人手不足を 背景に外国人労働者

に対する 期待も 高ま っ ています。  

こ れま での取組 ○労働相談窓口の案内、 商工会議所と の連携によ る 啓発（ 産業雇用課）  

○就職ｾﾐﾅー 等の情報提供、 留学生の活躍機会の創出（ 国際課）  

こ れから の展開 外国人市民が希望する 職業に就く こ と ができ 、 労働環境に関し て 不安

や悩みを 抱いた場合も 適切に相談を 受けら れ、 快適な労働環境のも と 就

労が続けら れる よ う 、 ハロ ーワーク 等と 連携し 、 情報提供を はじ め就労

後の定着にかかる 支援を 行っ て いき ます。  
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２ －６  留学生等への支援 

市内の大学や日本語学校には多く の留学生が在籍し ています。 また、 市内の企業等

には技術や技能を 実践的に学ぶ技能実習生も います。母国を 離れ日本で生活する 彼ら

は、 地域で暮ら す日本人と の関わり が少なく 、 日常的な悩みや困り 事について相談す

る 相手がいない場合が少なく あり ません。  

こ う し た外国人が、 日本人市民に気軽に相談でき 、 地域で安心し て暮ら せる よ う 、

日本人と のつながり ができ る 機会の創出に努めます。こ れは日本人市民にと っ ても 多

文化共生の意識向上につながり ます。  

＜主な取組＞ 

 

① 大学等と の連携によ る ホームステ イ ・ ホームビ ジッ

ト の実施 

推進区分 新規 

所管部署 国際課 

現     状 日本語を 学ぶ留学生の多く は、 日本語はも と よ り 文化や生活習慣につ

いて日本人と の交流を 通じ て深く 学びたいと 考えていま す。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 市内の大学、 日本語学校と 連携し 、 留学生が本市の家庭に短期間宿泊

し たり 、 週末な ど に訪問し たり する こ と で、 日本人の家庭生活に直接触

れ、 日本文化の理解を 深める こ と を 目指し たホームステ イ ・ ホームビ ジ

ッ ト の実施を 検討し ま す。 なお、 留学生から 自国の文化について紹介し

ても ら う こ と で 、 日本人市民の多文化共生意識を 高める こ と につな げま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★重点事業 
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２ －７  災害等非常時における 安心の確保 

本市は、 岐阜市災害時多言語支援センタ ーの設置について、 （ 公財） 岐阜市国際交

流協会と 協定を 締結し 、 災害発生に備えています。 今後は、 本市において大規模な災

害が発生し た場合に同セン タ ーが確実に機能する ために、岐阜県等と の連携強化に取

り 組みます。  

＜主な取組＞ 

① 災害への備え（ 啓発、 研修・ 訓練の実施、 災害時ボ

ラ ン テ ィ アの確保）  

推進区分 拡充 

所管部署 国際課、 関係各課 

現     状 近年、 各地で 様々な自然災害が発生し ており 、 いつ誰が被災者と な っ

ても おかし く ない状況で す。地域住民同士の関係が希薄になっ ている 中、

外国人市民も 日本人市民も 、 災害に対する 備えを し ておく 必要があり ま

す。  

こ れま での取組 ○避難場所表示看板設置更新事業、「 避難者カ ード 」（ 多言語） の活用（ 都

市防災政策課）  

○避難所設営訓練、 他都市と の防災協定、 総合防災訓練で の防災特別ラ

ジオ番組（ 都市防災政策課、 防災対策課）  

○総合防災訓練での外国人被災者対応訓練（ 都市防災政策課、 防災対策

課、 国際課）  

○災害時の多言語FMラ ジオ放送（ 都市防災政策課、 国際課）  

○救急活動時における 多言語対応（ 救急課）  

○119番通報の多言語対応（ 指令課）  

○災害への備え （ 災害時多言語支援セン タ ー設置準備事業、 外国人市民

向け防災啓発事業）（ 国際課( 委託) ）  

○災害対策施設のピ ク ト グラ ム表示板設置（ 公園整備課）  

こ れから の展開 各種防災訓練への外国人市民の参加を 促進し 、 防災等に関する 知識を

学ぶ機会の充実を 図り ま す。 ま た、 救急活動時や避難所における 多言語

対応の充実を 図る と と も に、 岐阜県等と 連携し 、 大規模災害発生時の災

害ボラ ン テ ィ ア等の確保に努めま す。  

 

② 岐阜県が発信する 多言語災害情報の活用 
推進区分 新規 

所管部署 都市防災政策課、 国際課 

現     状 岐阜県と （ 公財） 岐阜県国際交流セン タ ーが連携し 、 平成31（ 201 9）

年４ 月から 「 災害情報の多言語自動発信システ ム」 によ る 、 多言語で の

情報発信サービ スの提供を 開始し ま し た。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 岐阜市災害時多言語支援セン タ ーにおいて、「 災害情報の多言語自動発

信シ ステ ム」 の活用が見込ま れる こ と から 、 同セン タ ー設置マニュ ア ル

を 見直し 、 更なる 機能の充実を 図り ます。  
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▶ 重点目標＜つく る ＞ 

多様性を 生かし た活気に満ち たまちづく り  

３  日本人市民と 外国人市民の交流・ 学び・ 創造の場の充実       

 

３ －１  多文化交流プラ ザの機能の充実 

国際交流・ 多文化共生の拠点と し て、 みんなの森 ぎふメ ディ アコ スモス内に設置

する「 多文化交流プラ ザ」 について、 日本人市民と 外国人市民が、 交流・ 学び・ 創造

する 場と し て機能や事業の充実を 図ると と も に、留学生が在籍する 大学や日本語学校、

技能実習生を 雇用する企業等と 連携し 、 一層の利用促進を 図り ます。  

＜主な取組＞ 

① 多文化交流の場所づく り  
推進区分 拡充 

所管部署 国際課 

現     状 みんなの森 ぎふメ ディ アコ スモスに、 国際交流・ 多文化共生の拠点と

し て「 多文化交流プ ラ ザ」 を 設け、 日常的に外国の文化を 学び、 気軽に外

国人と 交流でき る 多文化交流の場所づく り を 行っ ていま す。 し かし 、 イ

ベン ト 等各種取組みを 実施し ている にも 関わら ず、 外国人市民の認知度

は決し て高く ないのが現状です。  

こ れま での取組 ○多文化交流「 場所づく り 」 事業、「 多文化交流フ ェ スタ  in  メ ディ コ ス」

の開催（ 国際課( 委託)）  

こ れから の展開 多文化共生の推進に繋がる イ ベン ト 等の実施に努める と と も に、 多文

化共生の拠点と し て、 日本語ボラ ン テ ィ ア団体等多文化共生の推進に係

る 団体等の「 多文化交流プ ラ ザ」 の利用を 促進する 等によ り 、 よ り 多く

の外国人市民が訪れる 場と する こ と で、 日本人市民と の交流の機会を 設

けま す。  

さ ら に、 留学生が在籍する 大学や日本語学校、 技能実習生を 雇用する

企業等を 通じ て 多文化交流プ ラ ザの情報を 積極的に発信する と と も に、

グロ ーバルな視点で今後の多文化共生を 担う 、 こ う し た比較的若い世代

の利用を 促進し ます。  
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３ －２  多文化共生を 推進する人材・ 組織の育成 

日本語の教え方講座等を 実施し 、 日本語ボラ ンティ アの育成に努めると と も に、 外

国人コ ミ ュ ニティ に活躍の場を 提供する など、 本市の多文化共生を 推進する 人材・ 組

織を 育成し ます。  

＜主な取組＞ 

① 多文化共生ボラ ン テ ィ アの養成 
推進区分 拡充 

所管部署 国際課 

現     状 外国人市民が増加傾向にある 中、 通訳・ 翻訳ボラ ン テ ィ アの養成や、

ボラ ン テ ィ ア企画によ る 事業の実施、 外国人コ ミ ュ ニテ ィ と の協働事業

の実施によ り 、多文化共生推進の担い手と なる 人材を 育成し ていま すが、

ボラ ン ティ アが活躍する 機会・ 場が少な いのが現状です。  

こ れま での取組 ○ボラ ン テ ィ ア 活躍事業（ 通訳・ 翻訳ボラ ン テ ィ ア養成講座、 ボラ ン テ

ィ ア企画によ る 事業の実施等）（ 国際課( 委託)）  

○外国人コ ミ ュ ニテ ィ と の協働事業（ 国際課(委託) ）  

こ れから の展開 日本人市民だけでなく 、 外国人市民も 多文化共生ボラ ン テ ィ アの対象

と し て捉え、 多文化共生ボラ ン テ ィ ア養成講座の実施や活躍の場の提供

によ り 、 人材を 育成し ま す。  

 

② 多文化共生推進リ ーダー人材バン ク の創設 
推進区分 新規 

所管部署 国際課 

現     状 留学生を はじ め市内に居住する 外国人は、 学校、 職場、 地域など で活躍

し ていま すが、こ う し た姿は日本人市民にあま り 知ら れていないのが現状

です。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 市内で 活躍する 外国人市民や、多文化共生を 推進する 日本人市民を 人材

バン ク に登録する 制度を 創設し ます。 企業や学校、 コ ミ ュ ニテ ィ な ど 、 各

機関の求めによ り 、 人材を 派遣し 、 多文化共生の推進に努めま す。  

 

 

 

 

 

 

  

★重点事業 
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３ －３  地域における多文化共生の意識啓発と 外国人市民の参画 

地域において人口減少や高齢化が進む中、 まちの活性化には、 今後増加が予測さ れ

る 外国人市民を 取り 込んでいく 必要があり ます。 そのため、 外国人市民に自治会等の

地域コ ミ ュ ニティ や地域行事等への参加を 促すと と も に、受け入れる側の日本人市民

に対し て多文化共生社会への意識啓発を 図り ます。  

＜主な取組＞ 

 

① 「 多文化共生の意識啓発」 を テ ーマと し たイ ベン

ト ・ 講座等の開催 

推進区分 新規 

所管部署 国際課 

現     状 市政モニタ ー調査結果によ る と 、 外国人市民が増える こ と で「 治安が

悪化する 」 など マイ ナスイ メ ージを 持っ ている 日本人市民が少なく な い

こ と がわかり ま し た。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 外国人市民を 地域に受け入れる 立場の日本人市民が、 多文化共生の意

義や必要性を 理解し 、 多文化共生社会の実現に向けて主体的な行動・ 活

動を 行える よ う 、「 地域における 多文化共生」 を テ ーマと し たイ ベン ト 等

を 開催し ま す。  

 

② 企業や地域を 巻き 込んだ取組 
推進区分 拡充 

所管部署 国際課、 関係各課 

現     状 本市では地域における 日本人市民と 外国人市民と の交流や外国人市民

の地域活動への参画促進を 図る ため地域多文化共生推進員を 配置し て い

ますが、 その効果は限定的です。  

こ れま での取組 ○「 地域多文化共生推進員」 の配置（ 国際課）  

○外国人市民への自治会加入促進チラ シの配布（ 市民活動交流セン タ ー） 

こ れから の展開 で き る だけ多く の外国人市民が、 地域行事や防災訓練等に参加し て 、

普段から 顔の見える 関係を 築く こ と ができ る よ う 、 地域多文化共生推進

員と 協力し 、 外国人市民を 雇用する 企業や自治会、 地域の店舗等を 巻き

込んで、 外国人市民の地域活動への参画促進を 図り ます。  

 

 

 

 

 

 

  

★重点事業 
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３ －４  多文化共生の理解促進 

多文化共生を 推進する人材や組織と 連携し 、 また活躍の場を 提供するなどし て、 外

国人市民の母国文化や日本文化を 紹介する 交流イ ベン ト や講座を 開催し 、日本人市民

と 外国人市民の交流機会を 創出し ます。 併せて、 パン フ レ ッ ト 等による啓発や出前講

座の実施によ り 、 多文化共生の理解促進を 図り ます。  

＜主な取組＞ 

① 国際対応能力を 高める こ と を 目的と し た外国人と の

交流機会の創出 

推進区分 継続 

所管部署 関係各課 

現     状 日本人市民が外国の文化等に直接触れる 交流の機会は、 様々な分野・

レ ベルで行われていま す。  

こ れま での取組 ○交換留学生等への鵜飼招待事業（ 短大総務管理課）  

○海外研修、 海外交流（ 岐阜商業高等学校）  

○岐阜市青少年国際教育夢プ ロ ジェ ク ト 事業、 中国・ 杭州市と の青少年

交流（ 青少年教育課）  

○日中学術交流事業、 三大学連携学術シン ポジウム参加（ 薬科大学庶務

会計課）  

○岐阜発「 英語で ふる さ と 自慢」 事業、「 イ ン グリ ッ シュ ・ キャ ン プ  in  

Gifu 」（ 学校指導課）  

こ れから の展開 青少年の交流事業を はじ め、 文化芸術、 スポーツ 、 経済など 様々な 分

野・ レ ベルで日本人市民が外国人と 交流する 機会の創出に努めま す。  

 

② 多文化共生及び相互理解を 促進する 取組 
推進区分 継続 

所管部署 関係各課 

現     状 市政モニタ ー調査結果によ る と 、 多文化共生社会を 促進する ために日

本人市民にでき る こ と と し て「 外国人市民を 差別し ない」 が最も 多く な

っ て いま す。 こ れは現実には差別意識が少なから ず存在する こ と の表れ

と 言えます。  

こ れま での取組 ○人権啓発資料の作成、 人権啓発ビ デオ・ DVD及び意識啓発プ レ ゼン テ

ーショ ン の活用（ 人権啓発セン タ ー）  

○岐阜市多文化共生シン ボルマ ーク 普及（ 国際課）  

○国際理解連携講座、 国際理解出前講座、 国際理解啓発事業、 外国文化

理解講座（ 国際課( 委託) ）  

○平和の鐘事業の推進、 世界の女性を と り ま く 問題について のパネル展

示（ 男女共生・ 生き がい推進課）  

○学校給食での世界の料理の紹介（ 学校保健課）  

○岐阜キラ メ キ講座（ 青少年教育課）  

こ れから の展開 日本人と 外国人がお互いを 正し く 理解し 、 多文化共生を 推進する こ と

によ り 地域社会に活力が生ま れる よ う 、 パン フ レ ッ ト 等によ る 啓発や出

前講座を 実施し ます。  
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３ －５  外国人市民の意見の反映 

外国人市民会議のほか、 市の審議会への外国人市民の参画促進や、 多言語・ やさ し

い日本語を 活用し たアン ケート 、 パブリ ッ ク コ メ ン ト の実施等によ り 、 外国人市民の

意見を 市政に反映し ます。  

＜主な取組＞ 

① （ 仮） 岐阜市多文化共生推進会議の設置 
推進区分 新規 

所管部署 国際課 

現     状 外国人市民の視点から 本市の地域住民同士の交流及び多文化共生に関

する 事項等について協議する 場と し て 岐阜市外国人市民会議を 設置し て

いま す。 し かし 、 外国人市民と 日本人市民が同じ 場において 協議する 場

は設けら れていません。  

こ れま での取組 － 

こ れから の展開 外国人市民と 日本人市民の相互の観点から 、 本市における 多文化共生

に関する 事項等について 協議する 場と し て、 岐阜市外国人市民会議を 母

体に、 日本人市民の参画を 得て、（ 仮） 岐阜市多文化共生推進会議を 設置

し ま す。  

 

② 審議会等への外国人市民の参画促進 
推進区分 新規 

所管部署 関係各課 

現     状 本市では、 外国人市民の意見が市政に反映さ れる よ う 、 外国人市民を

対象と し た外国人市民意識調査の実施等によ り 意見聴取の機会を 設けて

いま す。  

こ れま での取組 ○外国人市民意識調査（ 国際課、 委託）  

○岐阜市外国人市民会議の開催（ 国際課）［ 再掲］  

○外国人の視点によ る 岐阜市のシテ ィ プ ロ モーシ ョ ン の促進（ 広報広聴

課）  

○留学生等への鵜飼招待事業（ 観光コ ン ベン ショ ン 課( 岐阜観光コ ン ベン

ショ ン 協会主催) ）  

○「 外国人の視点」 によ る 魅力向上事業（ 国際課( 委託) ）  

○多文化交流政策研究会事業（ 国際課( 岐阜市国際交流協会主催) ）  

こ れから の展開 多様な文化や考え方を 背景と し た外国人市民の意見が、 よ り 市政に反

映さ れる よ う 、 審議会等への委員と し ての参画を 促進する と と も に、 市

が実施する アン ケート やパブ リ ッ ク コ メ ン ト の多言語対応等によ り 、 外

国人市民の意見を 市政に反映する よ う に努めていき ます。  

 

 

 

★重点事業 


